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はじめに －名古屋市用途地域指定標準の改正にあたって－ 

 

 名古屋市は、豊かな自然と歴史を持つ中部圏の中枢都市として、

大きく発展してきました。発展にあたっては、長年にわたり都市計

画の制度や事業により、土地利用の誘導や公共施設の整備を、市民

のみなさんの協力を得て行ってまいりました。これらの制度等のう

ち、用途地域は、土地利用計画の根幹となる制度であり、本市では

大正１３年に初めて決定され、建築物に関する規制等と連携し、本

市の土地利用を適切な方向に誘導する役割を果たしてきました。 

 「名古屋市用途地域指定標準」は、都市計画法の改正により名古

屋市が用途地域を決定することとなり、平成 13 年にまちづくりの基

本方針である「名古屋市都市計画マスタープラン」を策定したこと

を受け、平成 16年に用途地域を適切に定めるにあたっての基本的な

考え方を整理したものです。今般、令和 2 年の名古屋市都市計画マ

スタープラン 2030 の策定、その実現に向けた令和 5年の都市再生特

別措置法に基づく立地適正化計画「なごや集約連携型まちづくりプ

ラン」の改定を受け、用途地域指定標準を改正しました。 

 改正内容は、これまでの都心域、既成市街域などの各区域の位置、

丘陵地、平坦地などの地形の状況、土地利用の現況、幹線道路、区

画道路などの都市基盤整備の状況などの各区域の特性に応じた用途

地域を適切に定めるにあたっての技術的な考え方を、両プランに示

す将来都市構造を構成する基本的な区域に照らし、整理したもので

す。 

 名古屋市では、今後とも市民のみなさんと協働して、名古屋市都

市計画マスタープラン等に沿った適切な土地利用計画の運用を図り、

都市の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与したいと考えています。 
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＜ 名古屋市用途地域指定標準  目 次 ＞ 
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１ 用途地域に関する基本事項 

 

１） 用途地域の目的及び役割 

 用途地域は都市の土地利用の基本となる制度であり、都市の将来像を想定した上で、

都市内における住居、商業又は工業その他の用途を適切に配置すること等により、機

能的な都市活動の推進及び良好な都市環境の形成等を図るため、土地利用上の区分を

行い、建築物の用途、密度及び形態等に関する制限を設定し、建築基準法と連動する

ことにより、適切な土地利用を誘導するものである。 

用途地域は、市街化区域に定めるものとされており、住居系 8種類、商業系 2種類、

工業系 3種類の計 13種類を、建蔽率及び容積率等と併せて都市計画に定めるものとさ

れている。 

また、用途地域を補完するため、特別用途地区、高度地区、防火地域又は準防火地

域等を併せて指定するものとしている。 

 

 ● 用途地域と都市計画で定める事項 

類型 名称 

都市計画で定める事項 

建築物の 

容積率 

建築物の 

建蔽率 

外壁の後退 

距離の限度 

建築物の高さの 

最高限度 

敷地面積の 

最低限度 

住
居
系
用
途
地
域 

住居 

専用地域 

第一種低層住居 

専用地域 
○ ○ △ ○ △ 

第二種低層住居 

専用地域 
○ ○ △ ○ △ 

第一種中高層住居 

専用地域 
○ ○ － － △ 

第二種中高層住居 

専用地域 
○ ○ － － △ 

住居地域 

第一種住居地域 ○ ○ － － △ 

第二種住居地域 ○ ○ － － △ 

準住居地域 ○ ○ － － △ 

田園住居地域 ○ ○ △ ○ △ 

商業系 

用途地域 

近隣商業地域 ○ ○ － － △ 

商業地域 ○ － － － △ 

工業系 

用途地域 

準工業地域 ○ ○ － － △ 

工業地域 ○ ○ － － △ 

工業専用地域 ○ ○ － － △ 

  ○：定める必要のあるもの  ／  △：必要に応じ定めることができるもの 

  ※ 田園住居地域及び敷地面積の最低限度は名古屋市では定めていない。 

□ 参照条文：都市計画法（以下「法」という。）第 1 条（目的）～第 4条（定義）、第 8条（地域地区） 
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２） 上位計画との関係等 

 用途地域は、上位計画に即し、名古屋市都市計画マスタープラン 2030及びなごや集

約連携型まちづくりプランの将来都市構造を基本として指定するものとする。指定に

あたっては、都市全体にわたる都市機能の配置及び密度構成等の観点から検討し、望

ましい市街地の形成を誘導する。 

① 全体 

 人口減少社会を見据え、集約連携型都市構造による持続可能な都市の実現に向

け、鉄道駅等を中心に、商業・業務、住居などの多様な都市機能を適切に配置す

るため、現状の土地利用や都市基盤、地域の自然環境、防災性に配慮しつつ、集

約連携型都市構造を構成する以下の基本的な区域等に応じた用途地域の指定とす

る。 

② 拠点市街地（用語注釈参照） 

 都心ゾーンにおいては、都市魅力の向上や国際競争力の強化に寄与する広域的

な拠点施設の誘導と多様な用途の複合的な集積を図るため、また、商業・業務な

どと併せて質の高い中高層住宅を誘導し、都市機能の集積と職住近接による利便

性を活かした快適な居住環境の形成を図るため、主として商業系用途地域を指定

する。 

地域拠点においては、公共交通による高い利便性等の地域特性を活かし、地域

の中心地にふさわしい商業・業務・文化・医療・福祉・子育て施設などの拠点施

設の重点的な誘導を図るため、また、駅付近を中心にまちなみと調和した中高層

住宅を誘導し、公共交通による利便性を活かした高質で魅力ある居住環境の形成

を図るため、主として商業系用途地域を指定する。 

③ 駅そば市街地（用語注釈参照） 

 駅そば市街地や後背の郊外市街地の住民の日常生活を支える生活利便施設の誘

導を図るため、また、駅付近を中心にまちなみと調和した中高層住宅を誘導する

とともに、その周辺では住環境に配慮した中低層住宅を誘導し、公共交通による

利便性を活かした高質で魅力ある居住環境の形成を図るため、商業地には主とし

て商業系用途地域を、住宅地には主として住居系用途地域を指定する。住工複合

地においては、工業・物流系機能の適正な操業環境について、他の用途との調和

を図りながらその維持に努めるため、主として工業系用途地域を指定する。 

④ 郊外市街地（用語注釈参照） 

 郊外市街地においては、戸建て住宅や低層の集合住宅を中心としたゆとりある

住宅市街地を基本とし、緑や水辺空間、農地など、豊かな自然環境と調和したう

るおいのある居住環境の形成を図るため、主として住居専用地域を指定する。ゆ

とりとうるおいのある居住環境に配慮しながら、幹線道路沿道における生活利便

施設の誘導を図るため、幹線道路沿道には主として住居地域を指定する。住工複

合地においては、工業・物流系機能の適正な操業環境について、他の用途との調

和を図りながらその維持に努めるため、主として工業系用途地域を指定する。 
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⑤ その他（港湾産業ゾーン（用語注釈参照）） 

 港湾産業ゾーンにおいては、工業系土地利用を基本とし、広域交通ネットワー

クを活かして、製造業や物流施設の操業環境の保全や機能の更新・高度化を促進

するため、主として工業系用途地域を指定する。 

● 上位計画 

① 名古屋都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン） 

（平成 31年 3月変更） 

② 名古屋市都市計画マスタープラン 2030（令和 2年 6月策定） 

③ なごや集約連携型まちづくりプラン（令和 7 年 3月改定） 

④ 名古屋市基本構想（昭和 52年 12月議決） 

⑤ 名古屋市総合計画 2028（令和 6年 10月策定） 

 

□ 参照条文 

・法第 6条の 2（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針）、第 13条（都市計画基準）、第 18条の 2

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 
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２ 用途地域指定標準 

 

 ［共通事項］ 

 

① 用途地域は、原則として、市街化区域全域に指定し市街化調整区域には指定し

ないものとする。 

 

② 用途地域は、区域の土地利用の現況及び動向をふまえ、指定の継続性及び安定

性を考慮し指定する。 

 

③ 用途地域を基本に特別用途地区、高度地区、防火地域又は準防火地域その他の

地域地区を必要に応じ併せて指定することにより、区域の特性にふさわしい土地

利用計画となるよう配慮する。 

 

④ 用途地域は、必要に応じ地区計画等を併せて指定することにより、区域の特性

に応じ詳細な土地利用の規制及び誘導を実現するよう配慮する。 

 

⑤ 用途地域の指定にあたっては都市施設又は市街地開発事業等と十分に調整を図

り、合理的な土地利用の実現に資するよう指定する。 

 

⑥ 用途地域は、道路等の整備状況、幹線道路と沿道土地利用との調和及び円滑な

道路交通の確保等を勘案し適切に指定する。 

 

⑦ 各用途地域の趣旨に応じ、適切な規模及び形状となるよう指定する。 

 

⑧ 用途地域の境界は、原則として、道路若しくは鉄道等の明確な地形地物又はそ

れらからの距離により指定する。 

 

⑨ 用途地域は、原則として、隣接する用途地域の間で土地利用の著しい差異を生

じないよう指定する。 

 

⑩ 建蔽率又は容積率の指定にあたっては、用途地域、土地利用の現況、建築物の

現況及び都市基盤の整備状況等を勘案し適切に指定する。 

 

□ 参照条文 

 ・法第１３条（都市計画基準） 
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［個別事項］ 

 

１） 第一種低層住居専用地域 

 

 ア 趣旨 

 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域（法第 9条第 1項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 良好な居住環境を有する低層専用住宅地の保全又は形成等を図るため、以下の区

域を基本として指定する。 

① 東部丘陵地又は庄内川以西の平坦地で、良好な居住環境を有する低層住宅地

の保全又は形成を図る区域 

② 良好な風致が維持されている等、自然環境と調和したゆとりある低層住宅地

の保全又は形成を図る区域 

③ 東部丘陵地又は庄内川以西の平坦地の基盤未整備な区域で、今後基盤整備と

ともに低層住宅地の形成を図る区域 

④ 都市施設として整備を図る区域 

⑤ 東部丘陵地の基盤未整備な区域のうち、居住誘導区域外で、ゆとりの維持・

創出を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 

壁面

後退 

(m) 

高さ 

(m) 
指定の基本的な考え方 

３０ ５０ １．５ １０ 
❶ 緑の保全を図る区域 

❷ 都市施設として整備を図る区域 

３０ １００ １．５ １０ 

❶ 既成市街域の東部丘陵地のうち、継続的に

風致地区の指定を受け、きわめて良好な風致

が維持されている区域 

４０ ６０ １．５ １０ 
❶ 東部丘陵地の基盤未整備な区域等で、ゆと

りの維持・創出を図る区域 

４０ ６０ １．０ １０ 

❶ 東部丘陵地のうち、住宅が相当数立地して

いる基盤未整備な区域 

❷ 庄内川以西の平坦地等のうち、基盤未整備

な区域 

❸ 東部丘陵地のうち、起伏が多く風致の維持

された低層住宅地の区域 

４０ ８０ １．０ １０ 
❶ 東部丘陵地の基盤整備された区域（第一種

低層住居専用地域の基本） 
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４０ １００ １．０ １０ 

❶ 既成市街域の東部丘陵地のうち、継続的に

建蔽率の規制を受け、緑とゆとりのある良好

な環境が維持されている区域 

５０ １００ － １０ 

❶ 東部丘陵地で、幹線道路又は駅に近く基盤

未整備な区域 

❷ 既成市街域の東部丘陵地のうち、継続的に

高度地区の指定を受け、低層住宅地の良好な

環境が維持されている区域 

❸ 庄内川以西の平坦地等のうち、基盤が整備

された区域 

５０ １５０ － １０ 
❶ 東部丘陵地で、幹線道路又は駅に近く基盤

が整備された区域 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率等を指定し、必要に応じその他の地域地

区を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

・ 原則として、商業地域、工業地域又は工業専用地域に接して指定しないもの

とする。 

・ 原則として、4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路又は鉄道に接して指定

しないものとする。 

 

  (2) 形状等 

・ 周辺環境の影響等により損なわれやすい居住環境を保護するため、一定の規

模以上の区域で指定するものとし、不整形とならない形状とする。ただし、他

の住居専用地域と一体となり居住環境の保全に支障のない場合等はこの限りで

ない。 
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２） 第二種低層住居専用地域 

 

 ア 趣旨 

 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域（法第 9条

第 2項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 小規模な（150 ㎡以下）日用品販売店舗等の立地を許容する低層住宅地の形成を

図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 第一種低層住居専用地域の基盤が整備された区域を通る地区内幹線道路等の

沿道の区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

   原則として、隣接する第一種低層住居専用地域と同一の指定とする。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

・ 原則として、商業地域、工業地域又は工業専用地域に接して指定しないもの

とする。 

 

  (2) 形状等 

・ 原則として、第一種低層住居専用地域を通る地区内幹線道路（幅員 12ｍ程度）

等の沿道に路線状に指定するものとし、道路境界（都市計画道路の場合は、原

則として都市計画道路境界とする。以下同じ）から 20ｍまでの区域を基本とし

指定する。 

・ 周辺環境の影響等により損なわれやすい居住環境を保護するため、隣接する

第一種低層住居専用地域又は他の住居専用地域とともに一定の規模以上の区域

で指定するものとし、全体として不整形とならない形状とする。 
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３） 第一種中高層住居専用地域 

 

 ア 趣旨 

 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域（法第 9条第 3項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 良好な居住環境を有する中高層住宅地の保全又は形成を図るため、以下の区域を

基本として指定する。 

① 商業・業務施設又は工場等の混在が少ない住宅地の区域で、中高層住宅を含

む良好な居住環境の保全又は形成を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

５０ １５０ 

❶ 東部丘陵地の起伏がある良好な居住環境の住宅地で、中高

層住宅等の立地を誘導する区域 

❷ 一団地の住宅施設の区域 

６０ １５０ 
❶ 東部丘陵地の比較的平坦で良好な居住環境の住宅地で、中

高層住宅等の立地を誘導する区域 

６０ ２００ ❶ 第一種中高層住居専用地域の基本 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

・ 原則として、商業地域、工業地域又は工業専用地域に接して指定しないもの

とする。 

・ 原則として、4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路又は鉄道に接して指定

しないものとする。 

 

  (2) 形状等 

・ 周辺環境の影響等により損なわれやすい居住環境を保護するため、一定の規

模以上の区域で指定するものとし、不整形とならない形状とする。ただし、他

の住居専用地域と一体となり居住環境の保全に支障のない場合等はこの限りで

ない。 
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４） 第二種中高層住居専用地域 

 

 ア 趣旨 

 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域（法第 9

条第 4項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 中規模（1,500 ㎡以下）の商業・業務施設の立地を許容しながら中高層住宅地の

形成を図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 文教施設、医療施設又は中規模の商業・業務施設等の立地を許容しながら中

高層住宅地の形成を図る区域 

② 周辺の低層住居専用地域の良好な居住環境の保全に配慮しながら中高層住宅

地の形成を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ １５０ 

❶ 低層住居専用地域等に近接する住宅地で、周辺住宅地の良

好な居住環境の保全に配慮しながら中高層住宅等の立地を誘

導する区域 

６０ ２００ ❶ 第二種中高層住居専用地域の基本 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

・ 原則として、商業地域、工業地域又は工業専用地域に接して指定しないもの

とする。 

・ 原則として、4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路又は鉄道に接して指定

しないものとする。 

 

  (2) 形状等 

・ 面的に指定する場合には、周辺環境の影響等により損なわれやすい居住環境

を保護するため、一定の規模以上の区域で指定するものとし、不整形とならな

い形状とする。ただし、他の住居専用地域と一体となり居住環境の保全に支障

のない場合等はこの限りでない。 

・ 風致地区を通る幹線道路等の沿道に路線状に指定する場合には、道路境界か

ら 20ｍまでの区域を基本とし指定する。 
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５） 第一種住居地域 

 

 ア 趣旨 

   住居の環境を保護するため定める地域（法第 9条第 5項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 一定規模（3,000 ㎡以下）の商業・業務施設等の立地を許容しながら居住環境を

確保する住宅地の形成を図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 既成市街域等で、一定規模の商業・業務施設又は小規模工場等の立地を許容

しながら住宅地の形成を図る区域 

② 住居専用地域を通る 2車線（幅員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿道又は近接

する区域で、一定規模の商業・業務施設又は小規模工場等の立地を許容しなが

ら、周辺の居住環境に配慮した住宅地の形成を図る区域 

③ 比較的大規模な文教施設、医療施設、住宅団地又は公園等の公共的施設及び

その周辺で、施設と調和した居住環境の形成を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ ２００ ❶ 第一種住居地域の基本 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 形状等 

・ 面的に指定する場合は、原則として 2ha程度以上で指定するものとし、不整

形とならない形状とする。 

・ 幹線道路沿道に指定する場合は、周辺住宅地に対する幹線道路の影響及び沿

道の街区形状等を考慮し、20ｍ又は 30ｍの幅を基本とし指定する。 

・ 住居専用地域を通る幹線道路に近接する区域に指定する場合には、住居専用

地域の居住環境に配慮しながら区域の特性に応じ適切な形状で指定する。 
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６） 第二種住居地域 

 

 ア 趣旨 

  主として住居の環境を保護するため定める地域（法第 9条第 6項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 住宅と商業・業務施設との併存を図りながら居住環境を確保する住宅地の形成を

図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 都心ゾーンの外縁部又は駅付近等で、居住環境に配慮した商業・業務施設等

を許容しながら住宅地の形成を図る区域 

② 2車線（幅員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿道で、周辺住宅地の居住環境に

配慮しながら商業・業務施設等と住宅の併存を図る区域 

③ 風致地区又は中高層住宅地等を通る 4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路

の沿道で、周辺住宅地の居住環境に配慮しながら商業・業務施設等と住宅の併

存を図る区域 

④ 周辺住宅地の居住環境等に配慮した比較的大規模な商業・業務施設等の立地

する区域 

⑤ 大規模な都市公園等の区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ ２００ ❶ 第二種住居地域の基本 

６０ ３００ 

❶ 4 車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路の沿道で、高度利

用を図る区域 

❷ 駅付近等で、高度利用を図る区域 

６０ ４００ ❶ 一団地の官公庁施設及びその周辺で、高度利用を図る区域 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 形状等 

・ 面的に指定する場合は、原則として 2ha程度以上で指定するものとし、不整

形とならない形状とする。 

・ 路線状に指定する場合は、周辺住宅地に対する幹線道路の影響及び沿道の街

区形状等を考慮し、道路境界から 30ｍ又は 20ｍまでの区域を基本とし指定する。 
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７） 準住居地域 

 

 ア 趣旨 

 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便を図りつつ、これと調和

した住居の環境を保護するため定める地域（法第 9条第 7項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 幹線道路の沿道で、建物用途の広範な混在を防止しながら自動車関連施設等と住

宅が調和した住宅地の形成を図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 拠点市街地又は駅そば市街地の 4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路の沿

道等で、商業・業務施設又は自動車関連施設等の立地の誘導を図りながら、こ

れらと調和した住宅地の形成を図る区域 

② 郊外市街地の 4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路の沿道等で、主に住宅

地の形成を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ ２００ ❶ 準住居地域の基本 

６０ ３００ 
❶ 4 車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路の沿道で、高度利

用を図る区域 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 形状等 

・ 原則として幹線道路沿道に路線状に指定するものとし、周辺住宅地に対する

幹線道路の影響及び沿道の街区形状等を考慮し、道路境界から 30ｍ又は 20ｍま

での区域を基本とし指定する。 
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８） 近隣商業地域 

 

 ア 趣旨 

 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業そ

の他業務の利便を増進するため定める地域（法第 9条第 8項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 近隣住宅地の生活サービス等のための商業・業務施設等の立地を誘導するため、

以下の区域を基本として指定する。 

① 都心ゾーンの外縁部又は地域拠点等の周辺で、商業・業務施設等の立地によ

る商業地の形成を図る区域 

② 駅付近等で、商業・業務施設等の立地を誘導する区域 

③ 拠点市街地又は駅そば市街地の 2車線（幅員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿

道等で、商業・業務施設等の立地を誘導する区域 

④ 商店街又は郊外市街地の 2車線（幅員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿道等で、

既に商業・業務施設等が集積している区域 

⑤ 郊外市街地の 6車線以上の幹線道路の沿道等 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

８０ ２００ ❶ 近隣商業地域の基本 

８０ ３００ 

❶ 拠点市街地又は駅そば市街地の 2 車線（幅員 16ｍ程度）以

上の幹線道路の沿道等で、商業・業務施設等の立地を誘導す

る区域 

❷ 都心ゾーンの外縁部又は地域拠点等で、商業・業務施設等

の立地を誘導する区域 

❸ 既成市街域又は新市街域の駅付近等のうち、商業・業務施

設等の立地を誘導する区域 

❹ 郊外市街地の 2 車線（幅員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿

道等で、既に商業・業務施設等が集積している区域 

８０ ４００ 

❶ 都心ゾーンの外縁部の商業地域に隣接する区域のうち、高

度利用を図る区域 

❷ 駅付近又は拠点市街地若しくは駅そば市街地の 2 車線（幅

員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿道等のうち、高度利用を図

る区域 

❸ 郊外市街地の 6車線以上の幹線道路の沿道等で、既に商業・

業務施設等が集積している区域 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 
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 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

・ 住居系用途地域に隣接して指定する場合には、許容される建物用途の範囲が

広いこと、形態規制が住居系用途地域よりも緩いこと等に留意する。 

 

  (2) 形状等 

・ 路線状に指定する場合は、周辺住宅地に対する幹線道路の影響及び沿道の街

区形状等を考慮し、道路境界から 30ｍ又は 20ｍまでの区域を基本とし指定する。 

・ 面的に指定する場合は、原則として 2ha程度以上の区域で指定するものとし、

不整形とならない形状とする。 
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９） 商業地域 

 

 ア 趣旨 

 主として商業その他業務の利便を増進するため定める地域（法第 9条第 9項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 都心ゾーン等の拠点的な区域に商業・業務施設等の集積を図るため、以下の区域

を基本として指定する。 

① 都心ゾーンで、商業・業務、文化又は行政等の中枢機能及び広域交流機能の

集積を図る区域 

② 主要な駅付近等で、商業・業務施設等の集積を図る区域 

③ 拠点市街地又は駅そば市街地の 2車線（幅員 16ｍ程度）以上の幹線道路の沿

道で、商業・業務施設等の集積を図る区域 

④ 郊外市街地の 6車線以上の幹線道路の沿道等で、既に商業・業務施設等が集

積している区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

８０ １３００ 
❶ 都心部の中核的な拠点である名古屋駅地区及び栄地区の

中心として特に高度利用を図る区域＊ 

８０ １１００ 
❶ 都心部の中核的な拠点である伏見地区の中心として特に

高度利用を図る区域＊ 

８０ １０００ 

❶ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区の中心と一体となる

区域又はそれらを繋ぐ幹線道路沿道で特に高度利用を図る

区域＊ 

８０ ９００ 

❶ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区のうち、主要な幹線

道路の沿道及びこれと一体となる区画道路の整備水準が高

い区域で特に高度利用を図る区域＊ 

８０ ８００ 

❶ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区の主要な幹線道路の

沿道（久屋大通公園）＊ 

❷ 都心部のうち主要な幹線道路の沿道及びこれと一体とな

る区画道路の整備水準が高い区域で、特に高度利用を図る

区域 

❸ 拠点市街地の中心として特に高度利用を図る区域 

８０ ７００ 

❶ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区のうち、特に高度利

用を図る区域に囲まれた区域又は隣接する区域＊ 

❷ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区の主要な幹線道路の

沿道＊ 

❸ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区のうち、区画道路の

整備水準が高い区域（久屋大通公園）＊ 
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８０ ６００ 

❶ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区のうち、区画道路の

整備水準が高い区域＊ 

❷ 名古屋駅地区、伏見地区及び栄地区の外縁部等の幹線道

路の沿道の区域＊ 

❸ 都心部の特に高度利用を図る区域（容積率８００％以上

指定）に囲まれた区域又は隣接する区域で、高度利用を図

る区域 

❹ 都心ゾーンの主要な幹線道路の沿道のうち、高度利用を

図る区域 

❺ 拠点市街地の中心として特に高度利用を図る区域（容積

率 800％指定）に連続して一体的に高度利用を図る区域 

８０ ５００ 

❶ 都心ゾーンの区画道路の整備水準が高い区域で、高度利

用を図る区域 

❷ 都心ゾーンのうち、都心居住を促進する区域 

❸ 都心部の外縁部等の幹線道路の沿道又は都心部から地域

拠点等へ連なる主要な幹線道路の沿道の区域 

❹ 地域拠点又は結節駅付近等のうち、高度利用を図る区域 

８０ ４００ ❶ 商業地域の基本 

※ 区域の特性を勘案し容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区を指定する。 

＊ 名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区 

名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区においては、名古屋大都市圏の中枢として、

地区計画により圏域の中枢にふさわしい都市機能の増進及び土地の合理的かつ健全

な高度利用を図る。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

・ 原則として、住居専用地域に隣接して指定しないものとする。 

・ 住居系用途地域に隣接して指定する場合には、許容される建物用途の範囲が

広いこと、形態規制が住居系用途地域よりも緩いこと等に留意する。 

 

  (2) 形状等 

・ 面的に指定する場合は、2ha程度以上で不整形とならない形状とする。 

・ 路線状に指定する場合は、沿道の街区形状等を考慮し、道路境界から 30ｍ又

は 20ｍまでの区域を基本とし指定する。 
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１０） 準工業地域 

 

 ア 趣旨 

 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地

域（法第 9条第 10項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 環境の悪化をもたらすおそれのない工場等の立地を誘導しながら工業等と住宅と

が調和した市街地の形成を図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 既成市街域の区域又は新市街域の平坦な区域で、工場等と住宅とが調和した

市街地の形成を図る区域 

② 既成市街域又は新市街域における、広域的な幹線道路の沿道又は自動車専用

道路のインターチェンジ付近で、工場又は流通関連施設等の立地を誘導する区

域 

③ 周辺環境に対する影響の比較的少ない都市型産業又は研究開発施設等の集積

を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ ２００ ❶ 準工業地域の基本 

６０ ３００ 
❶ 準工業地域を通る 4 車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路

の沿道で、高度利用を図る区域 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 形状等 

・ 原則として面的に指定し、2ha程度以上で不整形とならない形状とする。 

・ 容積率３００％の区域は、原則として、面的に指定された準工業地域のうち、

4車線（幅員 22ｍ程度）以上の幹線道路の沿道に路線状に指定するものとし、

道路境界から 30ｍまでの区域を基本として指定する。 
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１１） 工業地域 

 

 ア 趣旨 

 主として工業の利便を増進するため定める地域（法第 9条第 11項） 

 

 イ 指定すべき区域 

   工場等の土地利用の誘導又は維持を図るため、以下の区域を基本として指定する。 

① 港湾産業ゾーン等の既存の工場等が集積した区域で、工場等の立地の誘導又

は維持を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ ２００ ❶ 工業地域の基本 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

   ・ 原則として、住居専用地域に接して指定しないものとする。 

 

  (2) 形状等 

・ 原則として面的に指定するものとし、2ha 程度以上で不整形とならない形状

とする。 
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１２） 工業専用地域 

 

 ア 趣旨 

   工業の利便を増進するため定める地域（法第 9条第 12項） 

 

 イ 指定すべき区域 

 住宅等の混在を防止し、工場等に特化した土地利用の誘導を図るため、以下の区

域を基本として指定する。 

① 港湾産業ゾーン等で、工場、供給処理施設又は流通施設等の集積を図る区域 

 

 ウ 建蔽率、容積率等の指定 

建蔽率 

(%) 

容積率 

(%) 
指定の基本的な考え方 

６０ ２００ ❶ 工業専用地域の基本 

※ 区域の特性を勘案し建蔽率及び容積率を指定し、必要に応じその他の地域地区

を指定する。 

 

 エ 留意事項 

  (1) 隣接要件 

   ・ 原則として、住居専用地域に接して指定しないものとする。 

 

  (2) 形状等 

・ 原則として面的に指定するものとし、2ha 程度以上で不整形とならない形状

とする。 
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１３） 幹線道路沿道の指定の考え方 

 それぞれの用途地域の指定標準に加え、幹線道路の沿道（事業中の区域を含む）に

ついては道路の車線数等を考慮し、以下の考え方に基づき指定するものとする。 

 

 ア 指定の基本的な考え方 

車線数 

（幅員） 
指定の基本的な考え方 

6車線以上 

① 非住居系用途地域を基本として指定する。ただし、商業系用

途地域を指定する場合は、郊外市街地には近隣商業地域を基本

として指定する。また、工業系用途地域を指定する場合は、路

線状でなく沿道一帯を面的に指定するものとする。 

② 交通量の比較的少ない幹線道路の沿道又は周辺の居住環境

に配慮する区域等には、準住居地域を指定する。 

4車線 

（22ｍ程度） 

① 拠点市街地又は駅そば市街地には近隣商業地域を、郊外市街

地には準住居地域を基本として指定する。 

② 拠点市街地又は駅そば市街地で、既に商業・業務施設等が集

積し、今後も商業・業務施設等の集積を図る区域には、商業地

域を指定する。また、郊外市街地で、既に商業業務施設等が集

積している区域には、近隣商業地域を指定する。 

③ 拠点市街地又は駅そば市街地で、低層住宅や未利用地等が多

い区域には準住居地域を指定する。 

④ 風致地区又は中高層住宅地を通る幹線道路等で、周辺の居住

環境に配慮する区域には、第二種住居地域を指定する。 

2車線 

（16ｍ程度） 

① 第二種住居地域を基本として指定する。 

② 既に商店街が形成されている区域又は近隣住宅地の生活サ

ービス等のための商業・業務施設等が集積している区域には、

近隣商業地域を指定する。 

③ 住居専用地域を通る幹線道路で、周辺の居住環境に配慮しな

がら一定規模の商業・業務施設又は小規模工場等の立地を許容

する区域には、第一種住居地域を指定する。 

④ 風致地区を通る幹線道路の沿道等で、周辺の居住環境に配慮

しながら中規模の商業・業務施設等の立地を許容する区域に

は、第二種中高層住居専用地域を指定する。 

⑤ 風致地区を通る幹線道路の沿道等で、特に周辺の居住環境に

配慮する区域には、第二種低層住居専用地域を指定する。 

  ※ 区域の特性を勘案し適切に指定する。 

 

 イ 留意事項 

 幹線道路沿道の用途地域境界は、沿道の街区形状及び背後地の基盤整備状況等を
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考慮し、原則として道路境界（都市計画道路の場合は、計画道路境界とする。）から

の距離により、以下の表を基本として指定する。ただし、当該距離内に区画道路が

位置する場合には、区域の特性に応じ当該道路により指定する。 

 

車線数（幅員） 沿道街区形状 
道路境界からの 

距離 

4車線以上 

（22ｍ程度以上） 
① 一般的な街区 30ｍ 

2車線 

（16ｍ程度） 

① 一般的な街区 20ｍ 

② 沿道街区の長辺が道路に沿って形

成され、当該街区の沿道利用を促進

する場合 

30ｍ 

2車線 

（12ｍ程度） 
① 一般的な街区 20ｍ 

  ※ 区域の特性を勘案し適切に指定する。 
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１４） その他の地域地区 

 

 ア 特別用途地区 

 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、

環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域指定を補完して指定す

る地区 

・ 文教地区 

 学校等の教育文化施設が集積し、これらと一体となった良好な文教的環境の

保護を図る住宅地の区域に指定する。 

・ 第一種特別工業地区 

 既成市街域北部から東部にかけての住宅の比率が高い区域で、騒音・振動等

の近隣公害の防止を図る区域に指定する。 

・ 第二種特別工業地区 

 既成市街域内陸部で、有毒ガス、有毒粉塵、悪臭等の広域公害の防止を図る

区域に指定する。 

・ 中高層階住居専用地区 

 都心ゾーンのうち、利便性を生かした都心居住を促進する区域に指定する。 

・ 研究開発地区 

 研究開発施設等の集積を図るなごやサイエンスパーク等の区域に指定する。 

・ 大規模集客施設制限地区 

 全ての準工業地域の区域に指定する。 

・ スポーツ・レクリエーション地区 

 第二種住居地域の大規模な都市公園におけるスポーツ・レクリエーション機

能の充実を図るため、観覧場等の立地が必要な区域に指定する。 

・ 特別低層住居専用地区 

東部丘陵地の基盤未整備な区域等で、敷地の集約化促進と細分化抑制により、

ゆとりの維持・創出を図る区域に指定する。 

 

 イ 高度地区 

 将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適した土地の高度利用及び居住

環境の整備を図ることを目的として、住宅地の市街地環境の維持、住商・住工混在

地、工業地の秩序あるまちなみの形成等を図るため指定する地区 

・ 10ｍ高度地区 

 全ての第一種及び第二種低層住居専用地域の区域に指定する。 

・ 15ｍ高度地区 

 原則として、基盤整備水準が低く高層化を抑制する区域及び風致地区の環境

に配慮する区域に指定する。 

・ 20ｍ高度地区 

 第一種及び第二種中高層住居専用地域においては、基本として指定する。 

原則として、第一種、第二種及び準住居地域のうち、第一種低層住居専用地
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域を通る道路の沿道等においては、低層住宅地の居住環境に配慮する区域に指

定する。 

・ 31ｍ高度地区 

 第一種、第二種及び準住居地域のうち容積率２００％の区域においては、基

本として指定する。 

・ 絶対高 31ｍ高度地区 

 近隣商業地域及び準工業地域のうち容積率２００％の区域並びに全ての工業

地域に指定する。 

・ 45ｍ高度地区 

 第二種及び準住居地域のうち容積率３００％の区域に指定する。 

・ 絶対高 45ｍ高度地区 

 近隣商業地域及び準工業地域のうち容積率３００％の区域に指定する。 

 

 ウ 高度利用地区 

 建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに、敷地

内に有効な空地を確保することにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図る地

区 

 

エ 特定街区 

 良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確保する

こと等により都市機能に適応した適正な街区を形成し、市街地の整備改善を図るた

めに指定する街区 

 

オ 都市再生特別地区 

 都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高

度利用を図る特定の地区 

 

カ 居住環境向上用途誘導地区 

居住誘導区域内において、居住環境向上施設に限定して用途規制や容積率の緩和

を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、

居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地区 

 

キ 特定用途誘導地区 

都市機能誘導区域内において、誘導施設に限定して容積率や用途規制の緩和を行

う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、誘導

施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地区 

 

ク 防火地域及び準防火地域 

市街地の火災等の災害危険性に対処するため指定する地域 

・ 防火地域 
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 原則として、商業地域等で高度利用を図る区域及び幹線道路の沿道等の防災

上必要な区域に指定する。 

・ 準防火地域 

 市街化区域内で、防火地域、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専

用地域を除く区域に指定する。  

 

 ケ 風致地区 

 良好な自然的景観を形成している区域等に対し、都市の風致を維持し良好な都市

環境の保全を図る地区 

・ 特定第一種風致地区 

  自然的環境に恵まれた区域で、特に良好な風致の保全を図る区域に指定する。 

・ 第一種風致地区 

 自然的環境に恵まれた住居系土地利用の区域で、良好な風致の保全を図る区

域に指定する。 

・ 第二種風致地区 

 土地区画整理事業等により整備された住居系土地利用の区域で、風致の保全

又は回復を図る区域に指定する。 

 

 コ 駐車場整備地区 

 自動車交通が著しく輻輳する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確

保するため指定する地区 

 

 サ 臨港地区 

   港湾を管理運営し、その機能を高めるため指定する地区 

 

 シ 伝統的建造物群保存地区 

伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存する

ため定める地区 

 

ス 特別緑地保全地区 

 伝統的文化的意義を有する緑地又は市民の健全な生活環境を確保するための緑地

等を保全することにより、良好な都市環境の保全を図るため指定する地区 

 

 セ 緑化地域 

   市街地などにおいて効果的に緑を創出していくために、一定規模以上の敷地を有

する建築物の新築や増築を行う場合に、一定の緑化を義務付けるため指定する地区。 

 

 ソ 流通業務地区 

 流通機能の向上と道路交通の円滑化を目的とし、流通業務関連施設の適切な立地

誘導を図るため指定する地区 
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 タ 生産緑地地区 

 優れた緑地機能を有する農地等を保全することにより、農林漁業と調和した良好

な都市環境の形成を図るため指定する地区 
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□ 用語注釈 

 

・駅 

 公共交通施設（地下鉄、ＪＲ、名鉄、近鉄、あおなみ線、ゆとりーとライン［ガイドウェイバス志段

味線］高架専用道、リニモ［東部丘陵線］)の駅とする。 

 

・駅そば市街地 

集約連携型都市構造を構成する 3つの「基本的な区域」の一つで、基幹的な公共交通網の周辺（鉄道

駅等の 800ｍ圏域、基幹バス路線等の 500ｍ圏域）、大規模な面整備等を行っている拠点（志段味、南陽）

の中心となる公共交通周辺 

 

・駅付近 

駅から概ね 200ｍ程度の区域とする。 

 

・既成市街域 

 概ね昭和３０年代の合併より前からの市域で、市街化が進んでいる区域 

 

・居住誘導区域 

都市の居住者の居住を誘導すべき区域 

 

・拠点市街地 

集約連携型都市構造を構成する 3つの「基本的な区域」の一つで、都心ゾーン及び地域拠点 

 

・区域区分 

 市街化区域と市街化調整区域の区分で、一般に「線引き」とも呼ばれる。 

 

・建築基準法 

 建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護

を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律で、都市計画で定める用途地域等と連

動し、建築物の用途、形態等の規制を行う。 

 

・建蔽率 

 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合。用途地域に応じて最高限度を定めるものとされており、

敷地内に一定の空地を確保することにより、市街地の環境等を確保する。なお、商業地域については、

建築基準法により８０％と定められている。 

 

・郊外市街地 

集約連携型都市構造を構成する 3つの「基本的な区域」の一つで、拠点市街地、駅そば市街地以外の

市街化区域（住宅の建築を制限している工業専用地域等の区域を除く） 
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・港湾産業ゾーン 

名古屋市都市計画マスタープランの将来都市構造に位置づけられているゾーンの一つで、概ね都市計

画道路名四国道線（国道２３号）及び名鉄常滑線で囲まれている区域 

 

・市街化区域 

 都市計画区域内のうち、既に市街地を形成している区域及び優先的かつ計画的に市街化を図るべき区

域。名古屋市は市域の９割以上が市街化区域に指定されている。 

 

・市街化調整区域 

 都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制すべき区域。名古屋市では市域の１割弱で、

農地や河川等となっている。 

 

・市街地開発事業 

 土地区画整理事業等、地方公共団体等が一定の区域について総合的な計画に基づき公共施設、宅地や

建築物の整備を一体的に行い、面的な市街地の開発を図ることを目的として行う事業 

 

・集約連携型都市構造 

駅を中心とした歩いて暮らせる圏域（駅そば生活圏）に商業、業務、住宅、サービスなどの多様な都

市機能が適切に配置・連携され、さらに、歴史・文化、環境や防災に配慮された、魅力的で安全な空間

づくりがなされているとともに、都心を中心に、圏域の中枢都市として交流を活性化させ創造的活動を

生み出す空間づくりがなされている都市構造 

 

・庄内川以西の平坦地 

 中川区から港区にかけての庄内川以西の平坦な地形の区域 

 

・新市街域 

 概ね市域の外周部で、昭和３０年代に合併した区域 

 

・地域拠点 

名古屋市都市計画マスタープランの将来都市構造に位置づけられているゾーンの一つで、以下の 1～

4の鉄道駅の 400ｍ圏域 

1 交通結節機能が高い駅（鉄道乗換駅や接続するバス運行が多い駅） 

2 一定地域における拠点性が高い駅 

3 拠点的な施設等がすでに立地・集積している駅 

4 新たな大規模土地利用転換による拠点形成が想定される地域の駅 

 

・地域地区 

 都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物等についての必

要な制限を課すことにより、地域又は地区を単位として一体的かつ合理的な土地利用を図るもの 
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・中高層住宅 

 概ね４～５階建ての中層住宅と６階建て以上の高層住宅の総称 

 

・低層住宅 

 １～３階建ての住宅の総称 

 

・東部丘陵地 

 市域東部の守山区、千種区、名東区、昭和区、天白区、瑞穂区、緑区にかけての起伏のある地形の区

域 

 

・都市機能誘導区域 

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域 

 

・都市計画基礎調査 

 都市計画法に義務づけられている基礎的な調査で、概ね５年ごとに土地利用等の市街地の現況を把握

するために実施するもの 

 

・都市計画区域 

 都市計画の最も基礎的な区域であり、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全区域とし

て定めるもの。名古屋市は、隣接する１６市町村とともに名古屋都市計画区域に属している。 

 

・都市計画道路 

 多様な都市活動を支える上で必要な道路で、都市計画において定められたもの。自動車専用道路、幹

線街路等の種別がある。 

 

・都市計画法 

 都市計画の内容、都市計画の決定手続き、都市計画の制限、都市計画事業その他を定めた法律で、都

市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること

を目的としている。 

 

・都市公園 

 都市公園法に基づく公園 

 

・都市施設 

 都市計画道路、都市計画公園等の都市計画に定められた施設で、都市の骨格を形成し、円滑な都市活

動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設の総称 

 

・都心ゾーン 

 名古屋市都市計画マスタープランの都市空間将来構想に位置づけられているゾーンの一つで、概ね都

市計画道路椿町線、同新出来町線、ＪＲ中央線で囲まれた区域（ささしまライブ２４地区を含む） 
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・都心部 

名古屋市都市計画マスタープランの将来都市構造に位置づけられているゾーンで、都市機能が集積し

ている名古屋駅・伏見・栄地区を中心として官庁街のある名城地区及び大須地区まで含む区域 

 

・土地区画整理事業 

 良好な市街地を形成するため、土地区画整理法に基づき、区域内の宅地を交換分合して整理すること

により、公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図る事業 

 

・容積率 

 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。用途地域に応じて最高限度を定めるものとされており、

建築物の密度規制を行うことにより市街地の環境を確保するとともに公共施設の整備水準との均衡を

図る。 

 


